
手続方法

１ オンライン

オンライン手続可能な金融機関と預貯金口座の種類等

については、国税庁ホームページ内「オンライン提出利

用可能金融機関一覧（振替納税）」をご確認ください。

スマホ・パソコンからｅ－Ｔａｘにログインし、簡単な操作で利用

開始の手続ができます！

詳細は

こちら

金融機関届出印不要！

2 振替依頼書に必要事項を記載し、金融機関届出印を押印の上、郵送等により税

務署に提出してください。
書面

◉ 手続は初回のみで

◉ 振替日に指定預金口座から

引落しされるので

うっかりも防止

できるわね！

（オススメ）

〇 オンライン・書面共に振替納税をご利用される国税の納期限までに提出していただく必要があります。

〇 納税者ご自身名義の預金口座（屋号付き口座は原則不可）のみがご利用できます。

〇 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかる場合があります。

注意事項

詳細は

こちら
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